
 
 

 

令和８年２月２４日 行政経営改革推進本部会議  
 

開催日時  令和８年２月２４日（火） 午前１０時２０分から午前１０時３５分まで 

開催場所  庁議室 

出 席 者  辻川副市長、南川副市長、教育長、総合政策部長、総合政策部理事（経営・ＤＸ戦略担当）、

危機管理監、総務部長兼法令遵守監、まちづくり協働部長、環境経済部長、健康福祉部長、

健康福祉部理事（健幸都市づくり・地域共生社会推進担当）兼こども若者部理事（こどもの居

場所づくり担当）、こども若者部長、特命監（都市戦略担当）兼都市計画部長、都市計画部理

事（交通・開発担当）、建設部技監、建設部長、上下水道部長、教育部長、教育部理事（スポ

ーツ担当）、教育部理事（学校教育担当）、議会事務局長、監査委員事務局長 

 

欠 席 者  総合政策部理事（草津未来研究所担当） 

議事概要  下記のとおり 

 

 

１  重 要 報 告 事 項 

１ 「草津市アナログ規制の点検・見直し工程表 」の策定について 

         【資料１～５】 

【経営戦略課より資料に基づき説明】 

・ アナログ規制の点検・見直しについて、当課で調整した洗い出しリストを基に全庁照会を行い、各所属

において見直しの方向性を検討いただき、その結果について取りまとめたことから、今回報告を行うも

の。 

・ 洗い出しの結果、アナログ規制の対象となった件数は全部で 663 件であり、「要見直し」に該当するも

のが 53 件、「見直し不要」に該当するものが 326 件、「見直し否」に該当するものが 215 件、Dの「継続

検討」に該当するものが 69 件となった。 

・ 今後、「要見直し」とした 53 件については、各所属において現場の実態等を踏まえ、見直し内容を精査

しつつ工程表に基づき着実に進めていただきたい。また、「継続検討」とした 69 件については、各所属

において引き続き実施に向けて検討を進めていただきたい。 

・ 今後のスケジュールについては、この取り組みを「第２期草津市行政経営改革プラン」に基づくアクショ

ンプランの一つに位置付けていることから、計画の終期である令和１０年度までの３年間での完了を目

途に、見直しの検討や実施を順次進めていくことについて、引き続き経営戦略課において進捗管理を

行う。 

・ この取り組みについては、国の採択を受け、支援を受けた事業であるため、結果や方向性については

今年度中に公表することが求められていることから、外部委員会に説明後、各議員に周知したうえでホ

ームページに公開していく。 

 

【主な質疑・意見】 

・ フロッピーディスク等の記録媒体において、要見直しとなっている項目がいくつかあるが、見直しの時

期は合わせないのか。 

⇒条文に記載されている媒体を実際に使用しているか否かによって、条文を改正する際にどういった文

言とするのかを検討する必要もあると考えていることから、各課の見直し予定の報告を頂いた時期を



 
 

 

実施時期としている。 

・ 資料１の６ページの継続検討としている項目においては、「今後のデジタル技術の進展や国等の動向

を注視しつつ、所管部局において継続して検討を行う」と記載されており、その要因も一部あると思うが、

今回の照会では、デジタル技術を導入するかどうかについて、さらなる検討を要すると判断されたもの

が多く、当初の表現と少しニュアンスが食い違っていると思うがいかがか。 

⇒表現について調整する。 

 

２ その他  

・ 特になし。 

 

  概要作成担当   草津市 総合政策部 経営戦略課 行政経営係 

    電話      077-561-6544 

    メール     keiei@city.kusatsu.lg.jp 


